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●仏暦二五五四年・使用者または事業所主及び国の機関が就労させなければならない身障

者の数、並びに使用者または事業所主が身障者生活クオリティ振興開発基金に納入しなけ

ればならない金額を定める省令 

 

 前文省略 

 

 第一項 

 本省令は官報公示日から１８０日が経過した時に施行する。［注／官報公示は二〇一一年

四月二九日］ 

 

 第二項 

 本省令において、 

 「執務者（プーバティバットガーン）」とは、公務員、公職者、職員、または国の機関に

常勤するその他呼称の執務者を意味するとともに、外国で勤務する者、及び月給をもらい

ながら休職している者も意味するが、臨時被雇用者または雇用契約に基づき期間を定めて

業務遂行する雇員は意味しない。 

 

 第三項 

 １００人以上の被雇用者を有する使用者または事業所主は、身障者でない被雇用者１０

０人につき身障者１人の割合で、いずれかの職位であっても就業可能な身障者を受け入れ

る。ここに１００人の端数については、５０人を超えれば身障者をもう１人受け入れなけ

ればならない。 

 被雇用者数の計算は、各年の一〇月一日に計算し、使用者または事業所主が同一県内に

支部もしくは支店を有している場合は、その県の全ての支部もしくは支店の被雇用者を合

算する。 

 

 第四項 

 １００人以上の執務者を有する国の機関は、身障者でない執務者１００人のつき身障者

１人の割合で、いずれかの職位であっても就業可能な身障者を受け入れる。ここに１００

人の端数については、５０人を超えれば身障者をもう１人雇用しなければならない。 

 執務者数の計算は、各年の一〇月一日に計算し、以下の方法で計算する。 

 （一）省、庁、局、または局格の別の呼称を有する機関であれば省として執務者数を合

算する。ここに各省が受け入れなければならない身障者数を得た後、省次官が相当性に基

づき身障者が可能な業務形態を考慮し、管轄下の機関に割り振る。 

 （二）地方公務機関であれば各県行政機構、市行政機構、タムボン行政機構、バンコク

都庁、パタヤ市、及び設置法のあるその他の地方行政機構ごとに執務者数を計算する。 



 （三）法令または勅令で設置された国営企業であれば、各国営企業ごとに執務者数を計

算する。 

 （四）法人である国のその他の機関であれば、国のその他の機関ごとに執務者数を計算

する。 

 

 第五項 

 第三項に定めたところに基づき身障者を就業させず、（仏暦二五四〇年身障者生活クオリ

ティ振興開発法令）第三五条に従っていない使用者または事業所主は、身障者生活クオリ

ティ振興開発基金に毎年、最低賃金掛ける３６５日、掛ける就業させていない身障者数に

よって計算される金額を送金する。ここに金額計算に使用する最低賃金は身障者生活クオ

リティ振興開発基金に送金する義務を有する年の前年の労働保護法に基づく最新の最低賃

金とする。 

 第一段に基づく送金は現金、身障者生活クオリティ振興開発基金宛てに振り出した小切

手または郵便為替によってこれをなす。このとき各年の一月三一日までに送金し、送金宛

て先は身障者生活クオリティ振興開発基金事務局または県社会開発・人間保障事務所とす

る。 

           

 （おわり） 


